
 

                           

令和 5 年 9 月 28 日 

 

「エコアクション２１説明会」を開催します 

 

 当金庫では、エコアクション 21 事務局との共催により、「エコアクション 21 説明会」を、

下記のとおり開催いたします。 

 「エコアクション 21」とは、事業者や団体が、自社の事業に伴う環境への影響を把握し、環

境負荷の軽減に取り組むための仕組みとして、環境省が策定した認証・登録制度です。 

 持続可能な社会の実現を図るため、今後、大企業だけでなく中小・小規模事業者も SDGs（持

続可能な開発目標）やカーボンニュートラル（脱炭素）に向けた取組みが求められます。 

 中小・小規模事業者でも取り組みやすい「エコアクション 21」について理解を深め、持続可

能な社会の実現に積極的に取り組むため、ぜひ本説明会にご参加ください。 

 

記 

 

１ 説明会の概要 

(1) 日 時   令和 5年 10月 25日（水） 13：30～15：00 

(2) 会 場   庄内地域産業振興センター 大会議室 

（鶴岡市末広町 3-1 マリカ西館 3階） 

(3) 主 催   鶴岡信用金庫 

(4) 共 催   エコアクション 21地域事務局（特定非営利活動法人環境ネットやまがた） 

        エコアクション 21中央事務局（一般財団法人持続性推進機構） 

(5) 内 容   ①「エコアクション 21」の概要の説明 

        ②「エコアクション 21勉強会」（令和 5年 11月より開催予定）の紹介 

(6) 参加費用  無料 

(7) 定 員   50名 

(8) 申込期限  令和 5年 10月 20日（金） 

 

２ 参加のお申込みについて 

 ・別添開催チラシの参加申込書に必要事項をご記入のうえ、当金庫の各営業店担当者にお渡

しいただくか、鶴岡信用金庫営業推進課あてにＦＡＸでお送りください。 

【ＦＡＸのお送り先】 鶴岡信用金庫営業推進課 ＦＡＸ：0235－22－2436（直通） 

 ・令和 5年 11月より、「エコアクション 21」の認証取得をお考えの事業者様向けに「エコア

クション 21 勉強会（全 4 回）」を開催いたします。詳しくは、本説明会でご案内します。 

 

３．エコアクション 21を取得する主なメリット 

(1) 国のガイドラインに基づく第三者認証であり、社会的評価が高まります。 

(2) 取引先からの CO２排出量削減要請への対応が可能となります。 

(3) 継続的な改善により、経費削減や生産性向上等の経営効果が見込まれます。 

(4) 環境への取り組みを取引条件としている企業への対応が可能となり、販路拡大につなが

ります。 



 

(5) SDGsに取り組む姿勢を明確に示すことができます。 

(6) 建設業者における脱炭素社会実現のため令和 5年 1月より経営事項審査に「エコアクシ

ョン 21」が評価対象として追加されました。また、山形県「建設工事等入札参加資格審

査基準」において 5点加点されます。 

 

 

 ＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

   営業統括部 営業推進課 地域創生グループ  電話：0235‐22‐2680 

以 上 

 



鶴岡信用金庫では、中小事業者の脱炭素に向けた取り組み支援として、エコアクション21の認証取得

を無料でサポートする全4回の「勉強会」を開催します。（※勉強会についての詳細は裏面をご覧ください。）

下記のとおり、エコアクション21の取組内容および勉強会について紹介する「説明会」を実施しますので、ぜひ

ご参加ください。
～実施概要～

名 称：エコアクション21説明会

開催日時：令和５年10月25日（水）13：30～15：00

場 所：庄内産業振興センター 「大会議室」
（鶴岡市末広町3番1号 マリカ西館 ３階）

定 員：50名

参加費用：無料

主 催：鶴岡信用金庫

共 催：エコアクション21地域事務局 環境ネットやまがた
エコアクション21中央事務局

脱炭素・環境経営に興味のある中小事業者さまへ

鶴岡信用金庫主催

「エコアクション２１説明会」
～エコアクション２１の概要および勉強会の紹介～

エコアクション21を取得する主なメリット

・国のガイドラインに基づく第三者認証であり、社会的評価が高まります。

・取引先からのＣＯ２排出量削減要請への対応が可能となります。

・継続的な改善により、経費削減や生産性向上等の経営効果が見込まれます。

・環境への取り組みを取引条件としている企業への対応が可能となり、販路拡大につながります。

・SDGsに取り組む姿勢を明確に示すことができます。

・建設業者における脱炭素社会実現のため令和5年1月より経営事項審査に「エコアクション２１」が

評価対象として追加されました。また、山形県「建設工事等入札参加資格審査基準」において５点

加点されます。

エコアクション21とは

中小事業者でも取り組みやすい環境経営システム（ＥＭＳ）として環境省が策定した
認証・登録制度です。中小事業者の方々が環境経営に容易に取り組めるよう工夫され
ており、全国で約7,500の事業者が認証・登録しています。



【お問い合わせ先】

営業統括部 営業推進課 地域創生グループ TEL：0235-22-2680 FAX：0235-22-2436

・説明会のお申し込みは、上記参加申込書に必要事項をご記入いただき、FAXにて鶴岡信用金庫 営業統括部営業推進課

地域創生グループへ 送付いただくか、取引店の担当者へお渡しください。

・参加申込書でご記入いただく個人情報は、本説明会の実施運営にかかる業務範囲内のみで利用させていただきます。

貴社名 ご担当者名 役職名

【業 種】 業

【従業員数】 名

ご住所 〒
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

TEL ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ E-mail ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_

------FAXでお申込みの場合、この面をＦＡＸしてください。 申込期限：令和5年10月18日(水)迄-------

エコアクション21説明会（10月25日実施） 参加申込書
＜宛先＞鶴岡信用金庫営業推進課 FAX：0235－22－2436

エコアクション21勉強会とは
エコアクション21の認証取得のための全4回の勉強会です。「鶴岡信用金庫」が「エコアクション21
地域事務局 環境ネットやまがた」と協力して、中小事業者の皆さまにエコアクション21の 認証・登録
を無料でサポートします。申し込み方法については説明会の際にご説明いたします。

勉強会日程

第１回：１１月２９日(水)

第２回：１２月２０日(水)

第３回： １月１７日(水)

第４回： 2月 ７日(水)

※いずれも１３時３０分～１６時００分

会場は庄内産業振興センター「第３研修室」

（鶴岡市末広町3番1号 マリカ東館 3階）

・全４回集合形式の勉強会
・参加費無料
・エコアクション２１審査員による
きめ細かな説明、具体的な助言・
指導、フォローアップを受ける
ことができます。

------------------------------エコアクション２１勉強会について---------------------------
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